
青 森 県 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 規 約  

 

第 １ 章  総  則  

 

第 １ 条  こ の 連 盟 を 、 青 森 県 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 と 称 す る 。  

第 ２ 条  こ の 連 盟 は 、 事 務 所 を 理 事 長 宅 に 置 く 。  

第 ３ 条  こ の 連 盟 は 、 県 内 ソ フ ト テ ニ ス の 振 興 を 図 る こ と を 目 的  

と す る 。  

第 ４ 条  こ の 連 盟 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 次 の 事 業 を  

行 う 。  

（ １ ） ソ フ ト テ ニ ス に 関 す る 各 種 行 事 の 実 施 な ら び に 協 力  

（ ２ ） ソ フ ト テ ニ ス に 関 す る 施 設 拡 充 な ら び に 調 査  

（ ３ ） ソ フ ト テ ニ ス 指 導 者 の 養 成  

（ ４ ） そ の 他 こ の 連 盟 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 柄  

 

第 ２ 章  組  織  

 

第 ５ 条  こ の 連 盟 は 、 県 内 の ソ フ ト テ ニ ス 団 体 で 組 織 す る 。  

 

第 ３ 章  役  員  

 

第 ６ 条  こ の 連 盟 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

 会 長 １ 名  副 会 長 若 干 名  理 事 長 １ 名  副 理 事 長 若 干 名   

 常 任 理 事 若 干 名  理 事 若 干 名  監 事 ２ 名 、 こ の 連 盟 に 名 誉 会

長 ・ 顧 問 お よ び 参 与 を 置 く こ と が で き る 。  

第 ７ 条  会 長 、 副 会 長 は 、 総 会 で 選 ぶ 。  

②  会 長 は 、 こ の 連 盟 を 代 表 し 、 会 務 を 統 括 す る 。  

 副 会 長 は 、会 長 を 助 け 、会 長 事 故 あ る と き は 、職 務 を 代 行 す る 。  

第 ８ 条  理 事 は 、 各 所 属 団 体 か ら 推 薦 し 、 理 事 長 、 副 理 事 長 、 常  

任 理 事 は 理 事 の 中 か ら 互 選 す る 。  

②  理 事 長 は 、 こ の 連 盟 の 会 務 を 掌 る 。  

③  副 理 事 長 、 常 任 理 事 お よ び 理 事 は 、 こ の 連 盟 の 会 務 を 分 掌 す  

る 。  

第 ９ 条  監 事 は 、 総 会 で 選 び 、 会 計 を 監 査 す る 。  

第 10 条 名 誉 会 長 ・ 顧 問 お よ び 参 与 は 、 本 県 ソ フ ト テ ニ ス の 普 及



お よ び 発 展 に 功 績 の あ っ た 者 、 そ の 他 適 当 と 認 め た 者 の 中 か ら 、

役 員 会 の 推 薦 を 経 て 、 会 長 が 委 嘱 す る 。  

第 1 1 条  役 員 の 任 期 は ２ ケ 年 と す る 。 但 し 再 任 し て も 差 し 支 え  

な い 。  

②  補 充 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

第 ４ 章  会  議  

 

第 1 2 条  会 議 を わ け て 、 総 会 と 役 員 会 及 び 常 任 理 事 会 と す る 。  

②  会 議 の 議 長 に は 会 長 が あ た り 、 議 事 は 出 席 者 の 過 半 数 の 決 議  

を 以 っ て 決 す る 。 可 否 同 数 の 時 は 議 長 が 決 す る 。  

第 1 3 条  定 期 総 会 は 、 毎 年 ４ 月 に 開 催 す る 。 会 長 必 要 と 認 め た  

場 合 、 臨 時 総 会 を 招 集 す る こ と が で き る 。  

②  定 期 総 会 で は 、 次 の 事 柄 を 審 議 す る 。  

（ １ ） 事 業 計 画 （ ２ ） 規 約 の 審 議 （ ３ ） 役 員 改 選 （ ４ ） 会 計 報  

告 （ ５ ） そ の 他 重 要 な 事 柄  

第 1 4 条  役 員 会 お よ び 常 任 理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 し 、 こ の 連 盟  

の 事 業 遂 行 に つ い て 審 議 す る 。  

 

第 ５ 章  会  計  

 

第 1 5 条  こ の 連 盟 の 経 費 は 、 次 に あ げ た も の で ま か な う 。  

（ １ ）  負 担 金 （ ２ ） 大 会 参 加 料 （ ３ ） 寄 付 金 （ ４ ） そ の 他 の  

収 入  

第 1 6 条  こ の 連 盟 の 会 計 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 の ３  

月 ３ １ 日 に 終 わ る 。  

第 1 7 条  こ の 連 盟 の 会 計 は 、 定 期 総 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 得  

な け れ ば な ら な い 。  

 

附  則  

（ １ ） こ の 連 盟 は 、 日 本 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 青 森 県 支 部 と す る 。  

（ ２ ） こ の 規 約 は 、 平 成  ４ 年 ４ 月 に 改 正 し 施 行 す る 。  

（ ３ ） こ の 規 約 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 に 改 正 し 施 行 す る 。  

（ ４ ） こ の 規 約 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 に 改 正 し 施 行 す る 。  


